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質問 回答

現行の入浴介助加算を算定している場合であっても、改定後の入浴
介助加算Ⅱを算定する場合には、新たに居宅を訪問し、当該利用者
の動作及び浴室の環境の表顔を行うことが必要か。

入浴介助加算Ⅱを算定する場合には、居宅を訪問し、利用者の状
態を踏まえ、浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価する
必要がある。

個別の入浴計画を作成することとあるが、通所介護計画書や個別機
能訓練計画書以外に別途個別入浴計画書を作成する必要があるの
か。通所介護計画書等に入浴時の注意点や動作方法の記載があれ
ば良いのか。

個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場
合は、その記載をもって個別の入浴計画に作成に変えることができるも
のである。

事業所に個浴がなく、大浴場だけの場合、入浴介助加算Ⅱは算定で
きないのか。

手すりなど、入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室
の環境を個別に模したものとして差し支えない。

入浴加算について、今回ⅠとⅡに区分されたが明らかに回復の見込め
ないご利用者の場合ご家族も自宅での入浴をあきらめていることも想
定されます。そのような場合は施設側としては介助量を軽減できるよう
に働きかけてもⅡの加算は取れないということでしょうか？このような分
類では全利用者様ともⅡの算定をする際にわざわざ点数の高い方を
選ぶはずもなく同意をいただくのが困難になると考えます。それとも適切
な入浴介助を実施することで回復や改善が見込めるかもしれないとこ
ちらで判断できれば加算可能なのでしょうか？

利用者の居宅を訪問し、浴室の環境等を評価することにより、利用者
の動作を踏まえ、利用者本人又は家族等の介助により入浴を行うこと
が可能であると判断した場合は、入浴計画を作成し、利用者又は家
族から同意を得たうえで加算Ⅱを算定することができる。

参考資料：訪問通所留意事項（H12.3.1老企第36号）

Q&Ａ
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質問 回答

個浴に近い環境とあるがどういった環境のことか。個浴対応が出来ない
事業所では、算定は不可にな
るか。大浴でも、ご自宅でシャワー浴等の場合は洗身や着脱の訓練で
も算定可能か。

追ってQAでお示しします。

日によってIとIIと算定する加算が日によって相違があってもよいのか。 差し支えありません。

そもそも自宅での入浴が困難な場合(機械浴)やお一人暮らしで危険
性が高い方などデイサービスでの入浴が望ましい方の場合はそれが明記
されていればIIの算定は可能か?(出来ることを促しながらデイサービスで
入浴する等)

追ってQAでお示しします。

デイサービスでの入浴卒業を前提にカンファや計画書を作成していくのか。
個別の入浴計画においてどのような目標を設定するかは、利用者ごと
に異なるものと承知しています。

「医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作
及び浴室の環境を評価」について、デイサービスの従業員も含まれてい
るのか。

当該通所介護事業所の従業者が医師等に該当する場合は、当該者
が「利用者の居宅を訪問し、『浴室における当該利用者の動作及び
浴室の環境を評価」した場合、同要件を満たすこととなります。

介護福祉士の資格がない管理者や生活相談員が訪問しても算定可
能か。

管理者や生活相談員が医師等に該当しない場合は、算定できません。

個別機能訓練加算のように、3カ月に1回は評価や計画の見直しが必
要になるか。

追ってQAでお示しします。

個別機能訓練加算のように、宿泊サービスを提供している場合、算定
不可になるか。

追ってQAでお示しします。

全国老人福祉施設協議会から厚労省へのQ&A
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質問 回答

新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への３％加算（以下
「３％加算」という。）の対象となっているが、現に感染症の影響と想
定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、
減少の具体的な理由（例えば、当該事業所の所在する地域に緊急
事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設
置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所
において感染者が発生したか否か等）は問わないのか。

利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症
又は災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じ
ている場合にあっては、３％加算や規模区分の特例を適用することと
して差し支えない。

３％加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延
人員数が５％以上減少している場合は、加算算定の延長を希望する
理由を添えて、加算算定延長の届出を行うこととなっているが、どのよう
な理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよい
のか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護事業所等の
運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。

通所介護事業所等から、利用延人員数の減少に対応するための経
営改善に時間を要すること等の理由が提示された場合においては、加
算算定の延長を認めることとして差し支えない。

新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス
縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、
利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各月
の利用延人員数及び前年度１月当たりの平均利用延人員数の算定
にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利
用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととして
も差し支えないか。

差し支えない。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により休業や
サービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、
当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを
行った利用者が３％加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を
利用し続けている場合、当該利用者については、平均利用延人員数
に含めることとする。

Q&Ａ（３％加算）
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質問 回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学療法士等を１名以上配置することとなっているが、具体
的な配置時間の定めはあるのか。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体
的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓
練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能
訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要がある
ことから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間
等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配
置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能
訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯
を通じて１名以上配置することとなっているため、合計で２名以上の理
学療法士等を配置する必要があるということか。

貴見のとおり

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学療法士等を１名以上配置することに加えて、専ら機能
訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯
を通じて１名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の
職務に従事する理学療法士等を１名しか確保できない日がある場合、
当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)
イを算定してもよいか。

差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等を１名以上配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機
能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間
帯を通じて１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体
制に差が生じるものであることから、営業日ごとの理学療法士等の配置
体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。

Q&Ａ（個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件）
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質問 回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計
画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅で
の生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を
訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤
務延時間数に含めることとしてもよいか。

機能訓練指導員については、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合のみ、サー
ビス提供時間帯を通じて専従での配置を求めているが、利用者の居宅を訪
問している時間については、個別機能訓練の実施に支障がない範囲におい
ては、配置されているものとみなして差し支えない。
（なお、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、配置時間の定めはない。）

生活相談員については、個別機能訓練加算にかかるものか否かを問わず、
「利用者宅を訪問し、在宅での生活の状況を確認した上で、利用者の家
族も含めた相談・援助のための時間」は確保すべき勤務延時間数に含める
ことができることとなっている。

なお、介護職員については、利用者の居宅を訪問している時間については、
確保すべき勤務延時間数に含めることができず、看護職員については、利
用者の居宅を訪問する看護職員とは別に看護職員が確保されていない場
合においては、利用者の居宅を訪問する看護職員は、利用者の居宅を訪
問している時間帯を通じて同加算を算定する事業所と密接かつ適切な連
携を図る必要がある。

Q&Ａ（個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件）
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質問 回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の
職務に従事する理学療法士等を１名以上配置することに加え
て、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を
サービス提供時間帯を通じて１名以上配置することとなっている
が、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で２
名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機
能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。

例えばサービス提供時間が９時から17時である通所介護等事業所において、
－９時から12時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等
を１名配置
－９時から17時：専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等
を１名配置
した場合、９時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受
けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。
（12時以降17時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利
用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる。）

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計
画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅
での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事
業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用して
いる利用者に関しては、どのように対応すればよいか。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロは、利用者ごとに心身の状態や居宅の環
境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を
行うことで、利用者の生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅
において可能な限り自立して暮らし続けることを目指すために設けているもので
ある。このため、いわゆる「宿泊サービス」を長期にわたって利用しており、居宅
で生活していない利用者に対して、同加算を算定することは基本的には想定
されないが、例えば、今後宿泊サービスの利用を終了し居宅での生活を再開
する予定である利用者について、利用者とともに居宅を訪問し、居宅での生
活にあたっての意向等を確認した上で、居宅での生活再開に向けた個別機
能訓練を実施する等の場合にあっては、同加算の算定も想定されうるもので
ある。

Q&Ａ（個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件）
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質問 回答

令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個
別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用
者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別
機能訓練計画を作成する必要があるのか。

令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能
訓練加算(Ⅱ)と個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロでは、加算創設の目的が
異なることから、令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算
(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していた利用者については、個別機
能訓練加算(Ⅰ)イ又はロが目的とする「生活機能の維持・向上を図り、住み
慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けること」を達成する
ため、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に
関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
（令和３年３月16日老認発0316第３号・老老発0316第２号厚生労
働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通
知）を参照し、個別機能訓練計画の見直しを行う必要がある。なお、見直
しにあたっては、令和３年３月サービス提供分までの個別機能訓練加算
(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)算定時のモニタリング等により、直近の利用
者の居宅での生活状況が把握できている場合は、必ずしも利用者の居宅を
訪問する必要はない。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の
実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種
類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者
の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている
が、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。

複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職
員から助言等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することに
よって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することである。よって、
仮に訓練項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、
同加算の算定要件を満たすものである。

Q&Ａ（個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの要件）
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質問 回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間につ
いては、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な
１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっている
が、具体的な目安はあるのか。

１回あたりの訓練時間は、利用者のニーズや心身の状態等を踏まえて設定
された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するも
のである。例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練
内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、フォーク）使い、下膳等の後始末等
の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓
練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適
正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓
練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標
の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の
実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種
類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者
の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっている
が、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。

複数の種類の訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職
員から助言等を受けながら、利用者が主体的に訓練項目を選択することに
よって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大することである。よって、
仮に訓練項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、
同加算の算定要件を満たすものである。

Q&Ａ（個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練時間）
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Q&Ａ（認知症基礎研修）

質問 回答

養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福
祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。

①養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事
業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できる
ことを条件として対象外とする。
②福祉系高校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修と
なっているため、卒業証明書により単に卒業が証明できれば対象外とし
て差し支えない。

認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とす
ることが可能か。

認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介
護指導者研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者につい
ては、義務づけの対象外として差し支えない。

認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象
外とすることが可能か。

認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知
症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者を養成するものである
が、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に携わる者が認知
症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上
での、基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、そ
の目的・内容が異なるため、認知症サポーター等養成講座修了者は、
義務付けの対象外とはならない。
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Q&Ａ（サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方）

質問 回答

各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供
時間の最低限の所要時間はあるのか。

所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に
位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされ
ており、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が８
時間以上９時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービス
が提供されたのであれば、８時間以上９時間未満の通所介護費を
請求することになる。

１人の利用者に対して、７時間の通所介護に引き続いて５時間の通
所介護を行った場合は､それぞれの通所介護費を算定できるのか。

それぞれのプログラムが当該利用者の心身の状況や希望等に応じて作
成され､当該プログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている場
合は､それぞれの単位について算定できる。なおこの場合にあっても１
日につき算定することとされている加算項目は、当該利用者についても
当該日に１回限り算定できる。
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Q&Ａ（サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方）

質問 回答

「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所
サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所
サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具
体的にどのような内容なのか。

通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所
サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準
的な時間によることとされている。
こうした趣旨を踏まえ、例えば８時間以上９時間未満のサービスの通
所介護計画を作成していた場合において、当日サービス提供途中で
利用者が体調を崩したためにやむを得ず７時間30分でサービス提供
を中止した場合に当初の通所介護計画による所定単位数を算定して
もよいとした。（ただし、利用者負担の軽減の観点から､通所介護計
画を変更した上で７時間以上８時間未満の所定単位数を算定して
もよい。）

こうした取扱いは､サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され､当該プログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている事
業所において行われることを想定しており､限定的に適用されるものである。
当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は､当初の通所介護計画を変更し､再作成されるべきであり､変更
後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
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Q&Ａ（生活相談員及び介護職員の配置基準）

質問 回答

生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は
介護職員のうち１人以上は、常勤でなければならない」こととなっている
が、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。

営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要はなく、事業所と
して常勤の生活相談員又は介護職員を１名以上確保していれば足
りる。
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Q&Ａ（看護職員と機能訓練指導員の兼務）

質問 回答

通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、
機能訓練指導員を兼ねることができるか。

（定員11名以上の場合）
－看護職員の配置基準は、指定通所介護（指定地域密着型通所
介護）の単位ごとに、専ら当該指定通所介護（指定地域密着型通
所介護）の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と
認められる数を置くべきと定められている。
－機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所（指定地
域密着型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。
看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はないことから、
看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指
導員として勤務することは差し支えない。

（定員10名以下の場合）
－看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、
指定地域密着型通所介護の単位ごとに、指定地域密着型通所介護
を提供している時間帯に、専ら指定地域密着型通所介護の提供に当
たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供
単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められ
る数を置くべきと定められている。
－機能訓練指導員の配置基準は、指定地域密着型通所介護事業
所ごとに１以上と定められている。
看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たして
いる事業所にあっては、看護職員としての業務に従事していない時間
帯において、機能訓練指導員として勤務することは差し支えない。（機
能訓練指導員として勤務している時間数は、専ら指定地域密着型通
所介護の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。）
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Q&Ａ（看護職員と機能訓練指導員の兼務）

質問 回答

通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、
機能訓練指導員を兼ねることができるか。

認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）及び介護
予防認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型事業所に限る。）にお
ける取扱い
－看護職員の配置基準は介護職員と一体のものとして定められており、以下の
ａ及びｂを満たす必要があるとされている。
ａ指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）
の単位ごとに、指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護
職員を１以上配置
ｂ指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護）を提供して
いる時間帯に、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応
型通所介護）の提供に当たる看護職員又は介護職員が勤務している時間数
の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と
認められる数を配置
－機能訓練指導員の配置基準は、指定認知症対応型通所介護事業所（指
定介護予防認知症対応型通所介護事業所）ごとに１以上と定められている。
看護職員又は介護職員に係る配置基準を、看護職員により満たしている事業
所にあっては、
－ａの場合は、看護職員、機能訓練指導員とも配置時間に関する規定はない
ことから、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指
導員として勤務することは差し支えない。
－ｂの場合は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能
訓練指導員として勤務することは差し支えない。（機能訓練指導員として勤務し
ている時間数は、専ら指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対
応型通所介護）の提供に当たる看護職員としての勤務時間数に含めない。）
なお、①②③いずれの場合においても、都道府県・市町村においては、看護職員
としての業務と機能訓練指導員の業務のいずれも行う職員が、本来の業務であ
る利用者の健康管理や観察を行いつつ、機能訓練指導員の業務をなし得るの
かについて、事業所ごとにその実態を十分に確認することが必要である。
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LIFEについて

「LIFE」の活用等が算定要件に含まれる加算について ※通所系サービス

科学的介護推進体制加算 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(予防含む)・通所リハビリテーション(予防含む)

個別機能訓練加算(Ⅱ) 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(予防含む)

口腔機能向上加算(Ⅱ) 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(予防含む)・通所リハビリテーション(予防含む)

ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ) 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(予防除く)

栄養アセスメント加算 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(予防含む)・通所リハビリテーション(予防含む)

情報の提出頻度

届出期日 サービス提供月の翌月10日まで

1 算定を開始しようとする月において、サービスを利用している者（既利用者）は、算定を開始しようとする月

2 算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者（新規利用者）は、サービスの利用を開始した月

3 2回目以降の情報提供は、最低6ヵ月ごと

4 サービスの利用を終了する利用者は、サービス利用終了


